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１ 促進月間の設定とその取組について（継続実施）

東京都保険者協議会では、各保険者が加入者への疾病予防や健康づくりのための取
組を協働で行うことで、東京都全体の取組をさらに推進するよう、令和２年度も引き続き
上記の促進月間を設定しています。

促進月間においては、東京都保険者協議会のホームページで周知を図るほか、各保
険者が活用可能な普及啓発資材やポスター等を掲載します。

促進月間の取組をさらに普及・発展するため、上記のほかに取り組むべき事業がござ
いましたら、ご意見をお願いします。

また、促進月間中に保険者で取組を実施されていましたら、東京都保険者協議会の
ホームページの関係団体からのお知らせ欄に掲載しますので、適宜、ご連絡くださいます
ようお願いします。

促進月間名 時期

禁煙週間 ５月３１日（日）〜６月６日（土）

健康増進普及月間 ９月

乳がん月間 １０月

糖尿病予防月間 １１月

後発医薬品使用促進月間 ２月



普及啓発資材
・禁煙週間（一部更新）
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・健康増進普及月間
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・乳がん月間
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・糖尿病予防月間
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・後発医薬品使用促進月間
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２ 都が実施するイベント等への後援（継続実施）

保険者協働の取組として、健康づくりや疾病予防のために、都のＴｏｋｙｏ健康ウォーク（参加者：
2,100人）の後援を行います。
後援グッズとして、昨年度と同様に、ウェットティッシュを配布します。

後援グッズに記載するメッセージについて、昨年度（下記案）等の参考も含め、ご意見等をお願
いします。
いただいたご意見をもとに事務局で令和２年度（案）を作成しメッセージを入れます。

【昨年度採用】
『定期的に受けましょう がん検診
日本人の２人に１人が、がんにかかります。
ところが、7割の人ががん検診を受けていません。

東京都保険者協議会』

※新型コロナ感染症対策のため、イベントが中止した場合には、後援グッズの作成も見送ります。

※ピンクリボンin東京は、都のイベント形態が縮小したため、グッズ作成を見送りました。
なお、ピンクリボンin東京グッズ作成のために計上した予算は、他事業への活用は予定していま

せん。Tokyo健康ウォークの後援を見送った場合の予算の取り扱いも同様です。
※新型コロナ感染症対策のため、東振協のイベントは中止となり、後援は見送りました。

昨年度の
検討案①

検討案②


